
   

2 6 日 獣 発 第 11 号 

平成 26 年 4 月 7 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日本獣医師会 

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の 

一部改正について 

 

このことについて、平成26 年4 月1 日付け25 消安第6223 号をもって、農林水産

省消費・安全局長から別添①のとおり通知がありました。併せて、同日付け事務連絡

をもって、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課飼料安全基準班から別添②のと

おり通知がありました。貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、今般、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物を除く非反すう動物及

び魚介類に由来する肉骨粉等について、反すう動物に由来するたん白質の混入防止措

置が確実に担保される場合に限り、ペットフード原料として利用できるようになった

ことに伴い、「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」（平成

13年11月1日付け13 生畜第4104 号農林水産省生産局長・水産庁長官通知）を別紙

のとおり改正した旨、了知の上、本会会員に周知を依頼されたものです。 

 

［本件内容の問合せ先］ 

公益社団法人 日本獣医師会 

事業担当 松岡 

TEL  03－3475－1601 
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